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「一般貸切旅客自動車運送事業における営業区域の弾力的な運用に

ついて」（平成２５年北自旅一第２８号、北自自第２２号、北技保

第３０号）の細部取扱いについて

標記について、「一般貸切旅客自動車運送事業における営業区域の弾力的な運

用について（以下「特例通達」という。）」（平成２５年北自旅一第２８号、北自

自第２２号、北技保第３０号）を通達したところであるが、申請事案の審査事務

について、さらなる迅速化、透明化等を図るため、事案処理に係る細部取扱いを

下記のとおり定めたので留意されたい。

なお、本件については、一般社団法人北海道バス協会会長あて別添のとおり通

知したことを申し添える。

記

１．特例通達記１．に定める営業区域の範囲について

「北海道全域」とは、離島を含むものとする。


